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阿見町共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅建築指導要綱
阿見町において、共同住宅、中高層建築物及び建売住宅を建築しようとするものは、関係法令に定めるもののほか、この要綱により整備するものとする。
(目的)
第1条　この要綱は、共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅の建築により生じる種々様々な生活環境の悪化を未然に防止するため、自然と調和した快適な住環境の整備に関し協力を求めるとともに、良好な景観形成と適正な土地利用を誘導することにより、安全で住みよい市街地の整備を推進することを目的とする。
(定義)
第2条　この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1)　共同住宅等　共同住宅、寄宿舎、長屋及び寮の用途に供する建築物をいう。
(2)　ワンルーム形式共同住宅　１の住戸の床面積(ベランダ、バルコニーその他これに類する部分を除く。以下同じ。)が25平方メートル以下である共同住宅をいう。
(3)　建売住宅　事業者が新築の住宅(附帯する施設等を含む。)を建設し、当該住宅及び当該住宅に係る敷地その他の土地を併せて分譲するものをいう。
(4)　建築主　次条各号の建築物の建築主若しくは所有者をいう。
(5)　近隣住民等　次のいずれかに該当する者をいう。
ア　予定建築物の敷地境界線から予定建築物の高さのおおむね２倍の水平距離の範囲内に居住する住民
イ　アに規定する住民に係る行政区の区長
(適用建築物等)
第3条　この要綱は、次に掲げる建築物に適用する。ただし、町長が特に認める建築物については、この要綱の一部の規定について適用しないことができる。
(1)　共同住宅等又はワンルーム形式共同住宅であって住戸の数が5戸以上のもの
(2)　地階を除く階数が３階以上の建築物
(3)　次のいずれかに該当する建築物
ア　地盤面からの高さが10メートルを超える建築物
イ　地盤面からの軒高が7メートルを超える建築物。ただし、第１種低層住居専用地域内、第２種低層住居専用地域内又は田園住居地域内にある建築物に限る。
(4)　開発行為を伴わない一団の土地における５棟以上の建売住宅
(近隣住民等協議)
第4条　建築主は、前条第１号、第２号又は第３号の建築物を建築する場合においては、近隣住民等が見やすい位置に公開掲示板(様式第1号)を設置して予定建築物の概要を掲示することにより、近隣住民等に周知を図るものとする。この場合において、公開掲示板の設置期間は、次条の規定により事前協議書を提出する予定の日の７日前の日から建築物に係る建設工事(以下「工事」という。)の完了の日までとする。
2　建築主は、前条第2号又は第3号の建築物を建築する場合においては、あらかじめ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第１条の３に規定する日影図を作成し、近隣住民等に対する説明会等を開催するものとする。
3　前項に規定する場合のほか、建築主は、近隣住民等から要望があった場合においては、工事に係る説明会等を開催するものとする。
4　建築主は、前２項の規定により説明会等を開催した場合は、近隣住民等に説明した内容及び質疑について、速やかに近隣住民等説明会等報告書(様式第２号)を町長に提出しなければならない。
5　建築主は、工事に起因する問題が予想される場合においては、建築基準法第６条第１項の規定による建築確認の申請(以下「建築確認申請」という。)を行う前に、当該問題の解決策を近隣住民等と文書をもって確認するものとする。
(事前協議)
第5条　建築主は、第３条各号の建築物を建築しようとする場合においては、建築確認申請を行う前に、事前協議申出書(様式第３号)により町長に申し出て、予定建築物の建築計画について別表第１に定めるところにより担当課と協議をするものとする。
2　町長は、前項の規定による事前協議が整った後、建築主に対し事前協議承認書(様式第４号)を交付する。
(駐車場及び駐輪場)
第6条　建築主は、建築物の建設用地周辺の交通事情の悪化及び交通事故の誘発を防止するため、駐車施設及び駐輪場を設けるものとする。
2　建築主は、第３条第１号、第２号又は第３号の建築物を建築する場合においては、共同住宅等又はワンルーム形式共同住宅の用に供する部分(以下「住居部分」という。)にあってはその住戸数に対し、居住部分以外の部分(以下「事業所部分」という。)にあっては当該事業所部分の延べ面積(自動車車庫を除く。)に対し、それぞれ別表第２に定めるところにより駐車施設を設けるものとする。ただし、同表の基準に満たない場合であっても、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
3　駐車施設は、自動車１台当たり11.5平方メートル(横2.3メートル及び縦5.0メートル)以上の規模とし、別表第３に定めるところにより、建築物の敷地内又はその近傍に設けるものとする。
4　駐輪場は、住居部分においては住戸数以上の台数分を、事業所部分においては業種ごとに町長と協議して定める台数分を建築物の敷地内に設けるものとする。
(ごみ集積所)
第7条　建築主は、第３条第１号又は第４号の建築物を建設しようとする場合においては、建築物の敷地内に、別表第４に定めるところにより、ごみ集積所を設置するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)　近隣住民等に係る行政区との協議により、既設のごみ集積所の使用が認められた場合
(2)　その他町長が認めた場合
2　建築主は、第３条第２号又は第３号の建築物を建設しようとする場合においては、ごみ集積所の設置について、別に町長と協議するものとする。
3　ごみ集積所は、建築物の敷地内に係る土地内の住戸から出るごみを集積するものとし、その構造は、ごみが路上に飛散しないものとする。
(車両の出入口)
第8条　建築主は、第３条第１号、第２号又は第３号の建築物を建設する場合においては、他の通行車両の妨げとならない位置に車両の出入口を設けるものとする。この場合において、車両の出入口は、複数の車両が共同で用いる形式のものとなるよう努めなければならない。
2　建築主は、第３条第３号の建築物を建設する場合においては、前項の車両の出入口について、はしご付消防自動車その他の消防車両が有効に区域外から進入することができる構造とするとともに、その敷地内に消防車両を駐車することができる空地を確保するものとする。
(電波障害)
第9条　建築主は、第３条第３号の建築物を建設しようとする場合においては、あらかじめ当該建築物の建設により電波障害が発生することが予想される地域のテレビジョン放送の映像の状態を測定し、その結果について文書により町長に報告するものとする。
2　建築主は、前項の建築物の建設によりテレビジョン放送の映像に障害が発生したときは、速やかに当該障害を解消するために必要な設備を自らの費用で設置するものとする。
(生垣等)

第10条　建築主は、工事に係る区域の境界に生垣等又はコンクリートブロック塀を設置する場合は、生垣等を優先して設置するよう努めるものとする。この場合において、コンクリートブロック塀を設置するときは、耐震構造のものを設置するよう努めるものとする。
(建築主の責務)
第11条　建築主は、この要綱を尊守し、近隣住民等と確認した事項について誠意を持って履行しなければならない。
2　工事に起因して近隣住民等との間で紛争が生じた場合においては、建築主の責任において誠意ある解決に努めなければならない。
3　前２項に定めるもののほか、建築主は、工事に関し問題が生じた場合は、誠意をもってその解決に努めなければならない。
(管理等)
第12条　建築主は、第３条第１号の建築物に管理人(阿見町に在住する者に限る。)を置くものとする。この場合において、建築主は、工事の完了までに管理人の委任に係る手続を行い、その氏名及び連絡先を記入した管理人標示板(様式第５号)を屋外から容易に見やすい位置に設置するよう努めなければならない。
2　建築主は、住戸の数が30戸以上である共同住宅等を建築する場合には、管理人を当該共同住宅等に常駐させるものとする。ただし、町長が認めた場合には、この限りでない。
3　建築主は、住戸の数が30戸以上である共同住宅等を建築する場合には、当該共同住宅等に集会室を設置するものとする。この場合において、集会室の床面積は30平方メートル以上とするとともに、当該共同住宅等の規模に応じて別に町長と協議をするものとする。
4　管理人は、共同住宅等の入居者に対して、ごみの搬出日時、路上駐車禁止等の周知、公的書類等の配布、行政区への加入促進その他の行為を通じ、地域における秩序の維持に努めなければならない。
5　管理人は、共同住宅等における浄化槽又は排水設備の維持管理について、責任をもって行うものとする。
6　管理人は、共同住宅等が上下水道の供用開始区域内にある場合においては、入居者に対して上下水道の使用開始、休止又は中止の届出を遅滞なく提出するように指導するものとする。
(行政区への加入促進)
第13条　建築主は、第３条第１号又は第４号の建築物の入居者に対して、行政区への加入促進に努めるものとする。
(工事完了届)
第14条　建築主は、工事が完了した場合においては、工事完了届(様式第６号)を町長に提出するものとする。
(覚書の交換)
第15条　この要綱に基づき建築主との協議の結果合意に達した事項について、町長が特に必要と認めるものについては、覚書を交換するものとする。
(下水道に係る届出)
第16条　建築主は、下水道供用開始区域内に第３条各号の建築物を建築する場合において、必要があると認められる場合には、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の３の規定による特定施設の設置等の届出又は阿見町下水道条例(昭和58年阿見町条例第14号)第11条の規定による除害施設の新設等の届出をしなければならない。
(その他)
第17条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この告示は、公布の日から施行する。
附　則(平成30年３月16日告示第33号)
この告示は、平成30年４月１日から施行する。
附　則(平成30年６月29日告示第141号)
この告示は、平成30年７月１日から施行する。
附　則(平成31年４月17日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
附　則(令和２年３月27日告示第60号)
この告示は、令和２年４月１日から施行する。
附　則(令和４年３月７日告示第40号)
この告示は、令和４年４月１日から施行する。
附　則(令和７年12月15日告示第318号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第５条関係)

　事前協議に係る担当課及び協議内容
	担当課
	協議内容

	都市計画課
	この要綱に係る申請の協議

	
	開発行為申請の協議

	
	地区計画の届出に関する協議

	
	土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定による許可申請の協議

	
	阿見町景観条例(平成11年阿見町条例第1号)に関する協議

	道路課
	雨水流入の同意(側溝)

	
	合併浄化槽処理水流入の同意(側溝)

	
	道路境界確認書

	
	道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路工事施工承認

	
	道路法第32条の規定による道路占用許可

	都市整備課
	雨水流入の同意(水路)

	
	合併浄化槽処理水流入の同意(水路)

	上下水道課
	汚水等放流に係る施設利用承認

	
	上水道施設の設置・移管・帰属の協議

	生活環境課
	環境基本計画に関する協議

	
	公害対策(騒音・振動)に関する協議

	
	交通に関する協議

	
	合併浄化槽設置の協議

	廃棄物対策課
	ごみ集積所の設置基準

	町民活動課
	行政区加入等に関する協議

	防災危機管理課
	土砂災害警戒区域に関する協議

	
	消防水利の協議

	生涯学習課
	埋蔵文化財の調査・保護に関する協議

	学校教育課
	通学路の安全確保

	農業委員会事務局
	農地法(昭和27年法律第229号)に関する協議


別表第2(第６条関係)
駐車施設の設置に係る確保すべき台数の基準
	対象
	台数の基準
	備考

	住居部分
	1住戸当たり1台
	 1の住戸の床面積が25平方メートルに満たない寄宿舎に
あっては、室数の3分の2をもって住戸数とみなす。


	事業所部分
	延べ面積150平方メートル当たり1台
	延べ面積が10,000平方メートルを超える大規模な事業所にあっては、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の延べ面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の延べ面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の延べ面積に0.5を、それぞれ乗じて得たものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該延べ面積とみなす。


別表第3(第６条関係)

駐車施設の設置に係る確保すべき場所の基準
	用途地域
	同一敷地内に確保すべき台数
	近傍に確保すべき台数

	第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
	確保すべき台数の全て
	なし

	第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
	確保すべき台数に0.8を乗じて得た台数以上
	確保すべき台数に0.2を乗じて得た台数以上

	第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
無指定地域
	確保すべき台数に0.7を乗じて得た台数以上
	確保すべき台数に0.3を乗じて得た台数以上

	近隣商業地域
商業地域
	確保すべき台数に0.5を乗じて得た台数以上
	確保すべき台数に0.5を乗じて得た台数以上


備考　近傍とは、当該建築物から半径500メートル以内の場所をいう。
別表第4(第７条関係)

ごみ集積所の設置に係る基準
	対象
	ごみ集積所の設置基準
	ごみ集積所の面積基準
	ごみ集積所の面積加算の基準

	第3条第1号の建築物
	1住戸の床面積が25平方メートル以下の建築物にあっては、24戸につき1箇所
	2平方メートル
	24戸を超える分について、6戸ごとに0.2平方メートルを加算

	
	1住戸の床面積が25平方メートルを超え50平方メートル以下の建築物にあっては、12戸につき1箇所
	
	12戸を超える分について、3戸ごとに0.2平方メートルを加算

	
	1住戸の床面積が50平方メートルを超え75平方メートル以下の建築物にあっては、8戸につき1箇所
	
	8戸を超える分について、2戸ごとに0.2平方メートルを加算

	
	1住戸の床面積が75平方メートルを超える建築物にあっては、6戸につき1箇所
	
	6戸を超える分について、1戸ごとに0.2平方メートルを加算

	第3条第4号の建築物
	建売住宅の数が5戸から20戸までは1箇所、20戸を超える場合は2箇所
	2平方メートル
	建売住宅の数が10を超える分について、1戸ごとに0.2平方メートルを加算


備考　この表により算出されたごみ集積所の面積が20平方メートルを超える場合は、別に町長と協議を行うものとする。
様式第1号(第4条関係)




様式第2号(第4条関係)

　共同住宅等
中高層建築物　に関する近隣住民等説明会等報告書
阿見町長　　殿
建築主
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．建築主

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．設計者　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．工事施工者

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿見町共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅建築指導要綱第4条第2項及び第3項
の規定に基づき、近隣住民等に対し説明会を実施しましたので、下記のとおり報告いた
します。なお、この記載内容は事実と相違ありません。
1．建　築　場　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．近隣住民説明会　　　　　　　第　　　　　回
3．開　催　日　時　　　　　　　年　　月　　日
4．開　催　場　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5．出　席　人　数　　　　　　　　　人
6．説明側出席者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7．配　付　資　料
※添付書類
1．質疑応答書　2．付近住宅地図に説明者を記入したもの
第　　回近隣住民等説明会等名簿
	番号
	氏　　　名
	住　　　　　　　所
	電　話　番　号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


様式第3号(第5条関係)

共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅　事前協議申出書
	　　　　年　　月　　日
阿見町長　殿
建築主　住　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　
設計者　
連絡先
　　
阿見町共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅建築指導要綱第5条第1項の規定により、　　次のとおり事前協議を申し出ます。　

	敷　　　地
	地名地番
	

	
	面　　積
	

	
	区　　域
	

	
	用途地域
	

	予定建築物
	階　　数
	地上　　    階
	高　　さ
	　　　　ｍ

	
	建築面積
	              ㎡
	延べ面積
	        ㎡

	
	建ぺい率
	　　　　　　　％
	容積率
	　　　　％

	
	用　　途
	
	構　　造
	

	住戸の戸数
	戸

	駐車場の設置台数
	敷地内　　　　　台　　敷地外　　　　台

	公開掲示板の設置日
	　　　　年　　月　　日

	管理方法
	管理室　有・無　　　委託管理

	管理者
	住所/氏名/連絡先


	ゴミ集積所
	箇所　　　　　㎡

	建築着手予定年月日
	　　　　年　　月　　日

	建築完了予定年月日
	　　　　年　　月　　日


※建売分譲の場合の予定建築物の記載は、標準的な物件について記載すること。
指導要綱事前協議申請添付書類一覧
	□
	案内図
	

	□
	公図の写し
	

	□
	敷地配置図
	駐車台数及び駐車場の位置を記すこと。

	□
	給・排水計画図
	敷地配置図に記載してもよい。

	□
	平面図
	

	□
	立面図
	建売住宅の場合は不要

	□
	消防水利図
	住宅地図または公図に記入すること。

	□
	公開掲示板設置写真
	


	状況に応じて必要なもの
	

	□日影図

	□駐車場位置図

	□流量計算書

	□風向図

	□近隣住民説明会報告書

	□電波障害調査報告書

	□管理人確約書


様式第4号(第5条関係)

第　　　　　号  
   　　　　年　　月　　日  

共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅　事前協議承認書
　　殿
　　　阿見町長　　　　　　　　　印　　　
　　　　年　　月　　日付　　　第　　号で申出のあった、阿見町共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅建築指導要綱に基づく事前協議について、下記のとおり承認する。
	承認番号
	第　　　号

	建築主住所
	

	建築主氏名
	

	申請敷地の地名・地番
	

	建築物の用途
	

	工事着手予定日
	

	工事完了予定日
	


様式第5号(第12条関係)

管 理 人 標 示 板


	(建　築　物　名　称)

	共　同　住　宅　管　理　人

	建築主氏名
	

	建築主住所
	

	建築主連絡先
	

	管理人氏名
	

	管理人住所
	

	管理人連絡先
	


様式第6号(第14条関係)

工 事 完 了 届
年　　月　　日
阿見町長殿
届出者住所・氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　
法人名にあっては、その事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名
電話　　　(　　　)　　　　　　
下記のとおり工事が完了しましたので、阿見町共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅建築指導要綱第14条の規定により届け出ます。
記
	事業計画書受付年月日
	　　　　　年　　　月　　　日　　　第　　　号

	工事完了(予定)年月日
	　　　　　年　　　月　　　日

	建築場所
	稲敷郡阿見町

	設計者住所氏名
	

	管理人住所氏名
	稲敷郡阿見町

	※受付年月日
	　　　　　年　　　月　　　日

	※検査年月日
	　　　　　年　　　月　　　日

	※検査結果
	適・不適

	※検査員職氏名
	

	※検査員意見欄
	


※印のある欄は記入しないで下さい。
別紙第１号
事前協議申請の流れ
	申　請　者
	町
	備　　考

	
	
	



· 指示書の各課の指導内容に従い，工事着工して下さい。





←900ミリメートル以上→





共同住宅等


中高層建築物　　の公 開 掲 示 板





建築計画のお知らせ


１．建築物の名称


２．建築敷地の地目地番


３．建築物の概要


用　　途		  敷地面積　　　　㎡


建築面積　　　　㎡	   延べ面積　　　　㎡


構　　造		  基礎工法


階　　数　　　	地上　　　   階　　　地下　　　階


高　　さ　　　	地上　　　　　　　　ｍ


４．工事着手予定年月日		　　　　　　年　　月　　日


５．工事完了予定年月日		　　　　　　年　　月　　日


６．建築主住所


氏　　　名


７．設計者住所


氏　　　名


８．工事施工者


９．標識設置年月日	　　　　　　年　　月　　日





近隣の皆様へ


この公開掲示板は、阿見町共同住宅等、中高層建築物及び建売住宅建築指導要綱第4条第1項の規定により、設置したものです。


下記にご連絡いただければ、建築計画についてのご説明をいたします。


連絡先


担当者	電話





←1,000ミリメートル以上→





←600ミリメートル以上→





←600ミリメートル以上→





共同住宅等，中高層建築物及び建売住宅事前協議申出書（様式第3号）の提出





工事着工





建築確認申請





工事完了





工事完了届出書（様式第6号）の提出





建築基準法





公開掲示板（様式第1号）の設置





事　前　相　談





共同住宅等，中高層建築物及び建売住宅　事前協議承認書（様式第4号）





現地調査





持ち回り協議





現地調査





7日前までに設置





交付まで約2週間








共同住宅等又はワンルーム形式共同住宅であって住戸の数が5戸以上のもの


地階を除く階数が3階以上の建築物


ア）　地盤面から高さが10メートルを超える建築物


イ）　地盤面からの軒高が7メートルを超える建築物（第1種低層住居専用地域内，第2種低層住居専用地域内又は田園住居地域内にある建築物に限る）


開発行為を伴わない一団の土地における5棟以上の建売住宅





指導要綱適用建築物








